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仕 様 書 

１ 名称 

  琴似小仮設ミニ児童会館賃貸借 

 

２ 概要 

  琴似小学校改築工事に伴い、現ミニ児童会館がある校舎増築棟が先行して

部分解体される。そのため、工事期間中のサービス提供場所として、校舎敷

地内に仮設ミニ児童会館を設置する。  

 

３ 規格・仕様等（計画図は設計図書による）  

（１）賃貸借物件 

   琴似小仮設ミニ児童会館  

（２）構造及び床面積  

  ア ミニ児棟：軽量鉄骨造平屋建て 延床面積 192.72㎡ 

  イ 渡り廊下：軽量鉄骨造平屋建て 延床面積 18.07㎡ 

   ※メーカーの仕様により面積に多少の変動が生じることを妨げない。た

だし、各２００㎡未満とする。  

  ウ その他、既存校舎との設備引込・接続（給排水、電気、火報、非常放

送、電話、インターホン、電気錠解錠ボタンほか現ミニ児童会館に備

わっている設備が問題なく使用できる状態にすること。） 

（３）内装等の仕様  

   ミニ児棟の内装仕上げについては、以下の仕様程度を想定している。  

⚫ 天井材は、化粧石膏ボードt＝9.5とする。 

⚫ 内壁材は、石膏ボードt＝9.5とする。 

⚫ 床材は、下地ベニヤt＝5.5＋クッション材t=5.0＋ビニル床シート t＝

2.8とする。（靴を脱いで活動するため、クッション材は必須）  

⚫ 外部窓は、二重窓（内窓は樹脂サッシ）とする。  

⚫ 個室トイレは、トイレブースではなく完全個室のトイレを配置する。

音漏れに配慮し、便座は温水便座とする。  



⚫ 事務室からプレイルームを見渡す窓については、Ｈ 700㎜の腰壁からＨ

1,000mm程度の窓を設置することを想定している。Ｗ600mm程度の引違

い窓を１ヵ所設置する。  

⚫ 手洗いは４栓を想定している。背面は奥の個室トイレが見通せないよ

う、天井までの間仕切り壁を設置する。  

  ※これにより難い場合は、発注者と協議の上で変更することを可とする。 

（４）設置場所 

   琴似小学校敷地内（札幌市西区琴似２条７丁目１－３０） 

 

４ 契約期間 

  本契約締結の日から令和９年６月３０日までとし、各期日は以下のとおり。 

（１）実施設計※１および建物の建設※２ 

   令和６年１０月３１日までとする。 

   ※１：参考図面の受注者仕様への変更および仮設の許可、計画通知の確認済まで  

   ※２：室内空気測定、給排水・通電の確認等を行い、引渡しを受けられる状態まで  

（２）建物の賃貸借 

   令和６年１１月１日から令和９年５月３１日までとする。（31.0ヵ月間） 

（３）建物の撤去※３ 

   令和９年６月３０日までとする。 

   ※３：別途既存校舎解体工事で工事車両動線を確保したのちに撤去が可能となる。  

各期日については、新校舎新築工事および既存校舎解体工事の進捗に大き

く影響されるため、状況に応じ協議の上契約改訂を行うことを可能とする。 

 

５ 契約金額 

  契約金額の按分方法については、以下のとおりとする。なお、以下式の

{  }内に１円未満の端数が生じた場合は、原則として四捨五入し、合計金

額が入札書記載金額と合わない場合は調整を行う。  

（１）実施設計費および建物の建設費  

   {入札書記載金額×78.4％}＋消費税及び地方消費税の額  

（２）建物の賃貸借料（月額） 

   {入札書記載金額×5.0％／31}＋消費税及び地方消費税の額  



（３）建物の撤去費 

   {入札書記載金額×16.6％}＋消費税及び地方消費税の額  

 

６ 支払金額 

  各年度の支払金額については、以下のとおり。  

（１）令和６年度 

   実施設計費および建物の建設費、賃貸借料（１１月～３月の５ヵ月分） 

（２）令和７年度 

   賃貸借料（４月～３月の１２ヵ月分）  

（３）令和８年度  

   賃貸借料（４月～３月の１２ヵ月分）  

（４）令和９年度  

   賃貸借料（４月～５月の２か月分）、建物の撤去費 

 

７ その他与条件 

（１）仮設許可及び計画通知の書類作成・提出を含む。申請及び工事監理者と

しての一級建築士の資格及び事務所登録が必要となる。また、関係法令等

により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者

が業務を行うものとする。  

（２）各諸官庁及び関係各所への通知、届出を含む。（例：建築工事に係る資

材の再資源化等に関する法律に規定される書面、建築士法第２４条の７、

２２条３の３の規定に基づく書面の提出等） 

（３）図面及び記載されていない事項については、以下の仕様書に準拠もしく

は、発注者との協議による。  

  ア 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修  公共建築工事標準仕様書（最新

版 建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）  

（４）揮発性有機化合物の少ない材料、または含有していない材料の使用に努

めること。使用する材料はＦ☆☆☆☆等の規制対象外材料を基本とし、該

当する材料がない場合はＦ☆☆☆☆同等品とすること。また完成後引渡し

においては、換気を十分行うこと。  



（５）工事にあたり建物の設置時と解体時に写真撮影を行うこと。  

（６）産廃処理を行ったものについては、マニフェスト伝票を提出すること。 

（７）関係法令の遵守  

  ア 関係法令を遵守し、工事の施工に伴う災害の防止及び環境の保全に努

めること。 

  イ クレーン等の大型重機作業に当っては、特に適切な作業環境整備（地

盤等）の上施工し、工事の安全に留意すること。  

  ウ 建設副産物、発生材等の処理を適正に行うこと。  

（８）ＶＯＣ濃度測定の方法は以下によるものとし、検査機関に依頼し揮発型

有機化合物の濃度測定を行い、測定結果を報告書で提出すること。  

  ア 測 定 室：１ヵ所。（事務室） 

  イ 測定方法：拡散方式とする。  

（９）建設機械の選定は、建設機械の取扱い「低騒音型・低振動型建設機械の

指定に関する規定（平成９年建設省告示第1536号）」に基づき、指定され

た機械を使用する。  

（10）工事範囲の安全対策  

ア 工事車両の現場出入りに際し、交通整理員を適時配置すること。特に、

登下校時については原則車両の出入りを控え、やむを得ない場合は交通

整理員を必ず配置し最大限の安全対策を講ずること。  

イ 工事範囲はガードフェンス（Ａ型バリケードは不可）で囲い、騒音及

び安全対策を徹底すること。  

ウ 必要な個所には適時出入口、工事用ゲート、敷き鉄板養生を行うこと。

なお、出入口やゲートは施錠管理し、児童等の侵入が無いよう徹底する

こと。 

（11）交通安全管理 

  ア 施工中の交通事故防止のための交通安全管理に努めること。  

  イ 資材搬出路線・点検体制・その他車両運行に係わる安全対策等につい

て、道路管理者及び管轄警察署等と十分な協議を行うこと。  

  ウ 運送には適法業者を選定し、過積載又は過労働運転等に伴う交通事故

防止を徹底すること。  



  エ 散水等により、粉塵等の飛散防止を行うこと。  

（12）渡り廊下については、準耐火建築物とすること。既設接続部の使用方法

を含めて使用者との協議を綿密に行うこと。  

（13）受注者は、工事目的物及び工事材料等を設計図書に定めるところにより  

  火災保険、建設工事保険その他の保険に付さなければならない。  

（14）設置時に施工した材料は、撤去時にはすべて取り除き、施工時に杭を用

いた場合は引き抜いた後の地盤について現状復旧すること。  

（15）本契約は賃貸借契約であり建物は受注者に帰属するため、必要な税金等

については受注者負担で納めること。  

（16）令和６年１０月以降は、琴似小学校新築工事が着工するため、遊具、プ

ール等の先行解体が行われる。建物の建設が１０月以降も続く場合は、工

事動線が重複するため、新築工事の受注業者と綿密に調整すること。  


